
[協定締結要領]

・様式第３号－１～６　協定締結申込書

・様式第４号　協定書　※２通提出

[協定締結要領]

・様式第４号　協定書　※１通返送

[事務取扱要領] [事務取扱要領]

・様式４　事業計画書の承認について (申請) ・様式５　事業計画書の承認について (通知)

[事務取扱要領] [事務取扱要領]

・様式８　補助金の交付について (申請) ・様式９　補助金の交付決定について (通知)

協定締結

補助金交付申請 補助金交付決定

事業実施

年度計画承認申請 内容確認・審査・承認

あきた材県内住宅利用促進事業の進め方  (単独工務店)

１．協定締結 ～ 事業計画承認申請 ～ 補助金交付申請

単独工務店 県 （林業木材産業課）

協定締結の申し込み 内容確認
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・様式６　事業変更計画書の承認について (申請) ・様式７　事業変更計画書の承認について (通知)

・様式10　交付条件変更の承認について (申請) ・様式11　補助金の交付決定変更について (通知)

※様式は「あきた材県内住宅利用促進事業 事務取扱要領」による。

事業実施

年度計画変更内容確認

年度計画変更承認申請

進捗・実績見込み照会（メール等）

あきた材県内住宅利用促進事業の進め方  (単独工務店)

補助金変更交付申請

単独工務店 県 （林業木材産業課）

回答

内容確認・審査・承認

補助金変更交付決定

２．(事業内容に変更がある場合のみ) 年度計画変更承認申請 ～ 補助金変更交付申請

- 2 -



・様式13-1　審査依頼書 ・様式15-1　審査結果について（通知）

・様式13-2　県産材製品納品証明書 ・様式16　審査結果表

・様式13-3　状況写真

・工事請負契約書（写）

・検査済証等（写）

・様式12　補助事業の実績について（報告）

・様式17-2　請求書

・支出命令

※様式は「あきた材県内住宅利用促進事業 事務取扱要領」による。

審査依頼 審査結果の通知

補助金の受領・事業完了 補助金の支払い

実績報告・補助金の請求 経理検査・額の確定・検査結果通知

住宅の完成

あきた材県内住宅利用促進事業の進め方  (単独工務店)

３－１．住宅が完成し、補助金の支払いを受ける場合 (精算払)

単独工務店 県 （林業木材産業課） [精算払]

次の場合に「精算払」に該当します。

・補助対象が1戸の場合

・補助対象が複数戸であっても、最後の

住宅が完成した後、補助金をまとめて

一度に受領することを希望する場合
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※最終の審査結果通知後は実績報告に進む (点線)

・様式13-1　審査依頼書 ・様式15-1　審査結果について（通知）

・様式13-2　県産材製品納品証明書 ・様式16　審査結果表

・様式13-3　状況写真

・工事請負契約書（写）

・検査済証等（写）

・様式17-1　補助金の概算払について（申請）

・様式17-2　請求書

・支出命令

・様式12　補助事業の実績について (報告)

・様式17-2　請求書

・支出命令

・零精算兼精算命令 （概算払1件につき1つ必要）

※様式は「あきた材県内住宅利用促進事業 事務取扱要領」による。

補助金の支払い

経理検査・額の確定・検査結果通知

補助金の支払い

住宅の完成

概算払申請・補助金の請求

補助金の受領

実績報告・補助金の請求

補助金の受領・事業完了

あきた材県内住宅利用促進事業の進め方  (単独工務店)

３－２．住宅が完成し、補助金の支払いを受ける場合 (概算払)

審査依頼

県 （林業木材産業課）

審査結果の通知

単独工務店 [精算払]

次の場合に「概算払」に該当します。

・補助対象が複数戸で、住宅が完成して

審査が完了した都度、補助金の受領を

希望する場合
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・炭素固定量計算シート.xlsx

・炭素固定量認証書.docx

・炭素固定量計算シート.xlsx

※全ての発行が終わった時点で提出

受領発行先一覧の提出

認証書の発行 受領

あきた材県内住宅利用促進事業の進め方  (単独工務店)

４．二酸化炭素固定量認証書の発行

単独工務店 施主

二酸化炭素固定量の算出

県 （林業木材産業課）

住宅の完成
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